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みやびのその居宅介護支援センター 

令和 6年 6月改訂 

当事業所は、介護保険の指定居宅介護支援事業所です。 
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居宅介護支援重要事項説明書 

 

１．みやびのその居宅介護支援センターの概要 

 

（１）事業者 

事業の実施主体  社会福祉法人 フジの会 

代表者役職・氏名  理事長 砂川靖子 

法人事務所所在地 
〒612-8435 

京都市伏見区深草泓ノ壺町 37-1 

連絡先 
 TEL０７５－６４１－７７７７ 

 FAX０７５－６４１－７７７１ 

 

（２）事業所 

事業所名  みやびのその居宅介護支援センター 

センター長 北田 恵美子 

所在地 
 〒612-8435 

 京都市伏見区深草泓ノ壺町 35-１ 

連絡先 
TEL０７５－６４５－０７７７ 

FAX０７５－６４５－２３３６ 

介護保険指定番号  ２６７０９００１６２ 

ｻｰﾋﾞｽを提供する地域 
 京都市伏見区（醍醐・淀・日野・小栗栖・久我・羽束師地

区は除く） 

 

（３）当センターの職員体制 

管理者 １名 

介護支援専門員 ５名 

 

（４）営業日・営業時間 

営業日 月～日曜日（年中無休） 

営業時間 午前９時１０分～午後５時５０分 

※当事業所では、上記営業時間以外に２４時間連絡体制・相談等対応体制を確保して 

 います。緊急の場合がございましたら６４５‐０７７７にご連絡ください。 
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２．居宅サービス計画の作成の流れ 

居宅サービス計画の作成の流れは以下の通りです。 

＜居宅サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．費用 

（1）サービス利用料金 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から下記の料金が全額給付されるので、

自己負担はありません。なお、保険料の滞納により、法定代理受領が出来なくなった

場合、当センターからサービスの提供証明書を発行します。このサービス提供証明書

を、後日京都市の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。 

 

＜居宅介護支援費＞（地域区分 1単位：10.70円） 

区分 サービス単位 サービス利用料金 

居宅介護支援費（Ⅰ） 介護 1.2 1086単位 11,620円/月 

介護 3.4.5 1411単位 15,097円/月 

居宅介護支援費（Ⅱ） 介護 1.2 544単位 5,820円/月 

介護 3.4.5 704単位 7,532円/月 

居宅介護支援費（Ⅲ） 介護 1.2 326単位 3,488円/月 

介護 3.4.5 422単位 4,515円/月 

①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 

②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業

者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対し

て提供して、契約者にサービスの選択を求めます。 

③介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供

されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込

んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サ

ービス等について、保険給付の対象になるか否かを区分した上で、その種類、内容、

利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決

定するものとします。 
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※居宅介護支援費（Ⅰ） 取扱件数が 45件未満の場合 

※居宅介護支援費（Ⅱ） 取扱件数が 45件以上 60件未満の場合     

45件以上 60件未満の部分のみ適用 

※居宅介護支援費（Ⅲ） 取扱件数が 60件以上の場合 

＜各種加算＞ 

加算項目 サービス単位 サービス利用料金 

初回加算 300単位 3,210円/月 

特定事業所加算（Ⅰ） 519単位 5,553円/月 

特定事業所加算（Ⅱ） 421単位 4,504円/月 

特定事業所加算（Ⅲ） 323単位 3,456円/月 

特定事業所加算（A） 114単位 1,219円/月 

通院時情報連携加算 50単位 535円/月 

退院・退所加算 

（医療機関との連携回数による） 
450～900単位 4,815～9,630円/月 

入院時情報連携加算（Ⅰ）※入院日 250単位 2,675円/月 

入院時情報連携加算（Ⅱ）※入院～3日 200単位 2,140円/月 

緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位 2,140円/月 

 

（2）交通費 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通

費の実費を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は実施地域を越えた地点か

ら、片道 1キロメートルあたり 300円となります。 

 

４．当センターの居宅介護支援の特徴等 

（１） 運営の方針 

●センターは、利用者等の基本的人権を尊重し、常に本人の立場に立った利用者主

体の支援、協力を行います。 

●センターは、利用者が要介護状態等になった場合、可能な限り居宅において、そ

の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して支援

を行います。 

●センターは、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて利用者の選択に

基づき、適切な介護計画を提供します。各サービス事業所とは、綿密な連携をと

りあい、利用者にとって総合的、かつ効率的なサービス提供となるよう配慮しま

す。 

●センターは、常に公平・中立な立場を守り、利用者に提供されるサービスの種類

や事業者について、不当に特定なものに偏することのないよう配慮します。 

利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求

めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理
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由について説明を求めることができます。当事業所のケアプランの訪問介護、通

所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。 

 

（２） 指定介護予防支援事業者との連携について 

●指定居宅介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に対して、必要な情報等

を提供するなど連携を図ります。 

 

（３） その他 

●医療と介護の連携強化について 

  入院時には、医療機関に担当ケアマネージャーを伝えていただくことで、医療

機関との連携を速やかに図り、連携強化に努めます。 

●介護支援専門員の変更について 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業 

務上不適切と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者 

に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。 

●調査（課題把握）の方法について 

当センターが採用する課題分析方法は、全国社会福祉協議会方式（居宅サービ

ス計画ガイドライン方式）です。利用者の直面している課題等を評価し、利用

者に説明のうえケアプランを作成します。また、サービス提供の目標達成状況

等については、月 1回自宅を訪問し、モニタリングにより評価します。 

●介護支援専門員への研修の実施について 

・虐待防止に関する研修    年 1回以上 

・権利擁護に関する研修    年 1回以上 

・認知症ケアに関する研修   年 1回以上 

・ハラスメント等に関する研修 年 1回以上 

・その他の研修        年 1回以上 

   ●ハラスメント対策について 

当センターは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行わ 

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相 

当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業規則が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

（１）当センターの方針等の明確化及びその周知・啓発を行います。 

（２）相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、

相談に対応する担当者をあらかじめ定め職員に周知します。 

 

５．秘密保持について 

（１）事業者、介護支援専門員及び事業所に従事する者は、サービス提供をする上で知り

得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。こ

の守秘義務は契約終了後も同様です。 
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（２）事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

て、利用者の個人情報を用いません。 

（３）事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等

において、当該家族の個人情報を用いません。 

 

６. 虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じます。 

（１) 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を開催し 

   その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（２) 虐待防止のための指針を整備します。 

（３) 従業者に対し、虐待防止のための研修を実施します。 

（４）虐待を防止するための体制として担当者を設置します。 

（５）サービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこ

れを市町村に通報するものとします。 

 

７．事故発生時の対応について 

（１）事故発生（発見）直後は、救急搬送の要請など利用者の生命、身体の安全を最優先

に対応します。 

（２）利用者の生命、身体の安全を確保したうえで、速やかに家族に連絡をとります。そ

の時点で明らかになっている範囲で事故の状況を説明し、当面の対応を協議します。

なお、事故の内容によっては、事故現場等を保存する必要もあり、さらに市町村へ

の連絡を行うことが必要な場合もあります。 

（３）事故による経緯、事故の態様、事故の原因を整理、分析します。その際には、アセ

スメントの実施からサービス計画等の作成までの一連の課程やそれに基づくサービ

ス提供に関する記録等に基づいて行います。 

（４）利用者や家族に対し、（３）の結果に基づいて、事故に至る経緯その他の事情を説明

します。 

（５）事故の原因に応じて将来の事故防止対策を検討します。また事故責任が当該事業所

にあたることが判明している場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

８．感染症・災害発生時の対応について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定 

期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも 

のとします。 

（４）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等 
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を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催します。 

 

９．身体拘束について 

（１）居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体拘束等」という）を行いません。 

（２）身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむ得ない理由を記録します。 

（３）従業者に対し、必要な研修等を実施します。 

 

１０．サービス内容に関する苦情の受付けについて 

（１）苦情の受付け 

 当センターの居宅介護支援に関するご相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて 

提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

また、いただいたご意見に対しては、苦情解決責任者へ報告し事業所として速やか 

に対応させていただきます。 

□苦情解決責任者      センター長 北田 恵美子 

  □ご利用者様相談・苦情担当係      清水 豊久子 

   電話：０７５－６４５－０７７７ 

（２）その他 

当センター以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

□ 伏見区役所保健福祉センター健康長寿推進課 

所在地 〒６１２－８５１１ 

    京都市伏見区鷹匠町 39番地の 2 

電 話 ０７５－６１１－２２７９ 

 

□ 深草支所保健福祉センター健康長寿推進課 

所在地 〒６１２－０８６１ 

    京都市伏見区深草向畑町９３－１ 伏見区深草総合庁舎２Ｆ 

電 話 ０７５－６４２－３６１６ 

 

□ 京都府国民健康保険団体連合会 

所在地 〒６００－８４１１ 

   京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 620 COCON烏丸内 

      電 話 ０７５－３５４－９０９０ 

    

□ 第三者委員 社会福祉法人ミッションからしだね 坂岡 隆司 

電 話 ０７５－５７４－２８００ 
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１０．第三者評価の実施状況について 

  当事業所は３年に１回、第三者評価を受診しています。 

  実施の有無 ： 有 

  直近の訪問調査実施日 ： 令和５年１２月２２日 

評価機関名 ： 特定非営利活動法人きょうと介護保険にかかわる会 

  評価結果の開示状況 ： 京都 介護・福祉サービス第三者評価 webサイト 

https://kyoto-hyoka.jp/j00363/ 

 

                               年   月   日 

 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて、 

重要事項の説明を行いました。  

 

 

事業者 

所 在 地 京都市伏見区深草泓ノ壺町３５－１ 

名   称 みやびのその居宅介護支援センター 

説 明 者  

 

 

 

私は、契約書及び本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、居宅介護支援の

提供開始に同意し、重要事項説明書の交付を受け、受領しました。 

 

  利用者 

   住   所  

    

   氏   名    印 

      

  （代理人） 

   住   所 

 

   氏   名    印 

 

              利用者との関係          

 

 

 

https://kyoto-hyoka.jp/j00363/
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